
　　  　 ＜試験開始期日＞

　　　　＜申請受付期間＞ 　８月２８日(月)　から 　９月１９日（火）　まで

①口述試験のみ(筆記免除)受験する者の締め切り日は･････　１０月２日（月）　まで

②同一定期試験時期に２つ以上の試験種別（併科・同時受験）を受験する場合、

　試験種別毎の申請書を同時に申請する必要があります。また、他の受験地での受験は出来ません。

③郵送申請の場合、消印日有効です。

（午前）

・ 海技士（通信）及び（電子通信）の

身体検査（筆記受験者）及び筆記試験

（午後）　

・ 海技士（通信）及び（電子通信）の

身体検査（筆記免除者）

・ 六級（航海）及び六級（機関）の

身体検査及び筆記試験
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５（４）

５

４

５

５

５

４

注１．試験開始時間　　集合時間はそれぞれ開始時間の１５分前です。

 　＜筆記試験＞･･･ ＊午前：９時　＊午後：１３時３０分

＊三～五級の「機関（その三）」･･･午後：１５時１０分（「執務一般」終了後）

　 ＜身体検査＞･･･ ＊通信、電子通信（筆記免除者）･･･午後：１３時１５分（筆記受験者は筆記開始直前）

＊六級（航海）・（機関）　　　･･･午後：１３時１５分（口述受験者は除く）

＊上記以外及び六級口述受験者　･･･別に指定（注３）する口述試験日の口述開始直前

注２．「問題数」欄の（　）内は、内燃機関限定二～五級の問題数です。

注３．口述試験については、筆記試験結果の発表と同時に実施日時を発表（筆記免除者も含む）します。

　　　ただし、三級海技士第１種養成施設の新規卒業者で三級口述試験の先行実施対象者の口述試験実施日時は、

　　　別途、お知らせします。

※試験受付窓口　　〒４６０－８５２８　
愛知県名古屋市中区三の丸２－２－１名古屋合同庁舎第一号館（９Ｆ）
中部運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課

２ 2.0

一級（機関） 機関(その二) 3.0 機関(その三) ３ 2.5
１０．２７ 金

一級（航海） 運　用 3.0 英　語

３ 2.5

一級（機関） 機関(その一) 3.0 執務一般 ４ 3.0
１０．２６ 木

一級（航海） 航　海 3.0 法　規

２ 2.0

二級（機関） 機関(その二) 3.0 機関(その三) ２＋１(製図紙) 2.5
１０．２４ 火

二級（航海） 運　用 3.0 英　語

３ 2.5

二級（機関） 機関(その一) 3.0 執務一般 ４ 3.0
１０．２３ 月

二級（航海） 航　海 3.0 法　規

１０．１９ 木
三級（航海） 運　用 3.0

三級（機関） 機関(その二) 3.0

３ 2.5

三級（機関） 機関(その一) 3.0 執務一般 機関（その三）
１０．１８ 水

三級（航海） 航　海 3.0 法　規

１０．１７ 火
四級（航海） 運　用 2.5

五級（機関） 機関(その二) 2.0

３ 2.0

五級（機関） 機関(その一) 2.5 執務一般 機関（その三）
１０．１６ 月

四級（航海） 航　海 2.5 法　規

2.5

四級（機関） 機関(その二) ３ 2.0

四級（機関） 機関(その一) 2.5 執務一般 機関（その三）

１０．１３ 金
五級（航海） 運　用 ４

1.5(15:50～)

１０．１２ 木
五級（航海） 航　海 ４ 2.5 法　規 ３ 2.0

1.0(14:40～) 法　規 1.5(15:50～)

六級（機関） ※注１ 執務一般 1.0(13:30～) 機関(その二) 1.0(14:40～) 機関(その一)

三級（電通）

四級（電通） ５ 1.5

六級（航海） 身体検査 航　海 1.0(13:30～) 運　用

2.5

二級（通信）
５ 1.5

三級（通信）

一級（電通）

航海一般
７ 2.5二級（電通）

時間(h) 科　目 問題数 時間(h)

１０．１１ 水

一級（通信） 身
体
検
査
　
※
注
１

航海一般

７

令和５年１０月　定期試験（筆記）日程表

中部運輸局（名古屋市）

　令和５年１０月１日

月　日
曜
日

試験種別
午前（８時４５分集合） 午後（１３時１５分集合）

科　目 問題数



１
．

受
験

申
請

◎
必

要
な

も
の

・
・
・
・
・

受
験

票
は

必
ず

持
参

し
て

く
だ

さ
い

。
　

◎
受

験
対

象
乗

船
履

歴
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

５
年

以
内

を
含

む
１

５
年

以
内

の
履

歴
（
試

験
開

始
日

ま
で

）
＜

筆
記

試
験

＞
筆

記
用

具
の

ほ
か

、
次

の
も

の
を

持
参

し
て

く
だ

さ
い

。
　

◎
筆

記
合

格
有

効
期

間
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

１
５

年
間

（
＊

合
格

日
か

ら
試

験
開

始
期

日
ま

で
）

＊
下

敷
き

は
不

正
防

止
の

た
め

使
用

で
き

ま
せ

ん
。

　
◎

筆
記

科
目

合
格

有
効

期
間

・
・
・
・
・
・

３
年

間
（
＊

基
準

点
に

達
し

た
試

験
の

開
始

日
か

ら
試

験
開

始
日

ま
で

）
①

デ
ィ

バ
イ

ダ
ー

、
コ

ン
パ

ス
、

定
規

（
三

角
定

規
、

直
定

規
）

　
◎

身
体

検
査

合
格

有
効

期
間

・
・
・
・
・
・

１
年

間
（
＊

合
格

日
か

ら
試

験
申

請
ま

で
）

②
電

卓
ま

た
は

計
算

尺
･･

･電
卓

は
計

算
方

法
等

が
プ

ロ
グ

ラ
ム

で
き

な
い

も
の

を
１

台
に

限
り

注
１

：
合

格
に

よ
り

次
回

受
験

時
の

免
除

を
希

望
す

る
場

合
は

申
請

書
に

記
入

が
必

要
で

す
。

　
　

使
用

で
き

ま
す

。
  

  
  

 （
自

動
的

に
免

除
と

な
り

ま
せ

ん
）

※
計

算
に

必
要

な
天

測
計

算
表

は
貸

与
し

ま
す

。
注

２
：
科

目
合

格
等

、
免

除
を

希
望

せ
ず

再
度

受
験

し
、

仮
に

不
合

格
と

な
っ

た
と

し
て

も
、

当
該

合
格

有
効

期
間

中
は

、
な

お
有

効
で

す
。

①
定

規
、

メ
ー

ト
ル

尺
　

◎
養

成
施

設
修

了
者

の
筆

記
試

験
免

除
措

置
②

電
卓

ま
た

は
計

算
尺

･･
･電

卓
は

計
算

方
法

等
が

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

き
な

い
も

の
を

１
台

に
限

り
養

成
施

設
修

了
者

に
つ

い
て

は
、

修
業

し
た

資
格

の
筆

記
免

除
措

置
に

加
え

、
そ

れ
よ

り
下

級
の

資
格

の
筆

記
試

験
免

除
措

置
　

　
使

用
で

き
ま

す
。

も
認

め
ら

れ
ま

す
。

（
有

効
期

間
は

、
筆

記
合

格
と

同
じ

く
１

５
年

で
す

。
）

③
２

級
、

内
燃

２
級

の
科

目
「
機

の
三

」
に

は
製

図
器

具
（
算

法
の

添
付

の
な

い
も

の
）

　
◎

「
筆

記
試

験
の

み
合

格
者

」
に

対
す

る
下

級
資

格
受

験
時

の
取

扱
い

に
つ

い
て

＊
「
１

，
２

級
（
航

海
）
の

英
語

」
及

び
「
１

，
２

級
（
機

関
）
の

執
務

」
の

科
目

・
・
次

の
図

書
を

持
ち

込
み

で
き

ま
す

。
ひ

と
つ

の
資

格
（
１

、
２

級
、

当
直

限
定

３
級

を
除

く
）
の

筆
記

試
験

の
全

部
の

科
目

に
合

格
す

れ
ば

、
そ

れ
よ

り
下

級
の

資
格

の
　

●
英

和
辞

典
（
コ

ン
サ

イ
ス

程
度

の
も

の
）
一

冊
及

び
次

に
掲

げ
る

何
れ

か
一

冊
〔
合

計
二

冊
〕

筆
記

試
験

に
合

格
し

た
も

の
と

し
ま

す
。

　
　

①
英

和
・
和

英
船

舶
用

語
辞

典
（
東

京
商

船
大

学
編

・
成

山
堂

）
　

◎
内

燃
限

定
資

格
受

有
者

が
無

限
定

資
格

を
受

験
す

る
場

合
、

次
の

科
目

が
免

除
と

な
り

ま
す

。
　

　
②

英
和

海
事

用
語

辞
典

（
神

戸
商

船
大

学
編

・
海

文
堂

）
「
機

関
そ

の
２

」
「
機

関
そ

の
３

」
「
執

務
一

般
」

　
　

③
航

海
用

語
辞

典
（
四

之
宮

博
編

・
成

山
堂

）
　

◎
筆

記
試

験
の

科
目

合
格

　
　

④
海

洋
航

海
用

語
辞

典
（
四

之
宮

博
編

・
成

山
堂

）
（
例

）
航

海
運

用
法

規
備

考
　

　
⑤

最
新

英
和

航
海

用
語

辞
典

（
桜

井
広

喜
、

古
川

修
郎

監
修

・
海

文
堂

）

１
回

目
-
-
-

×
○

「
法

規
」
科

目
合

格
　

　
⑥

最
新

船
舶

機
関

用
語

集
（
田

村
正

衛
編

・
海

文
堂

）

２
回

目
×

○
免

除
「
運

用
」
科

目
合

格
　

　
⑦

英
和

・
和

英
機

関
用

語
辞

典
（
升

田
政

和
編

・
成

山
堂

）

３
回

目
○

免
除

免
除

「
筆

記
」
合

格
　

　
⑧

和
英

・
英

和
　

総
合

海
事

用
語

辞
典

（
海

文
堂

）
　

※
「
×

」
は

不
合

格
、

「
-
-
-
」
は

受
験

し
な

か
っ

た
も

の
。

（
全

部
の

科
目

を
受

験
し

な
く
と

も
筆

記
試

験
は

成
立

し
ま

す
。

）
　

　
⑨

英
和

舶
用

機
関

用
語

辞
典

（
海

文
堂

）
　

※
す

べ
て

の
科

目
合

格
が

有
効

期
間

内
で

あ
れ

ば
積

み
重

ね
て

（
寄

せ
集

め
て

）
申

請
す

る
こ

と
に

よ
り

、
筆

記
試

験
合

格
と

す
る

こ
と

＜
口

述
試

験
＞

「
海

技
試

験
六

法
（
成

山
堂

）
」
、

「
海

事
六

法
（
海

文
堂

）
」

　
　

が
で

き
ま

す
。

を
試

験
場

に
持

ち
込

む
こ

と
が

で
き

ま
す

。
　

◎
併

科
受

験
の

下
級

資
格

不
合

格
時

の
取

扱
い

に
つ

い
て

４
．

そ
の

他
注

意
事

項
　

下
級

筆
記

試
験

に
不

合
格

の
場

合
、

上
級

資
格

の
筆

記
試

験
は

採
点

さ
れ

ま
せ

ん
。

  
 ●

試
験

開
始

後
３

０
分

間
は

、
試

験
場

か
ら

退
出

で
き

ま
せ

ん
。

　
た

だ
し

、
下

表
の

と
お

り
、

下
級

筆
記

試
験

に
不

合
格

で
あ

っ
て

も
、

上
級

資
格

（
１

、
２

級
除

く
）
の

筆
記

試
験

に
合

格
す

  
 ●

午
前

中
の

筆
記

試
験

の
場

合
、

試
験

場
へ

は
試

験
開

始
時

間
の

３
０

分
前

ま
で

は
入

室
で

き
ま

せ
ん

。
　

れ
ば

当
該

上
級

試
験

の
合

格
は

有
効

で
す

。
例

：
５

級
（
全

部
受

験
）
、

４
・
５

級
（
併

科
･･

筆
記

の
み

）
  

 　
　

※
試

験
室

出
入

口
ド

ア
が

開
い

て
お

り
　

『
受

験
者

は
入

室
で

き
ま

す
』
　

の
表

示
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

時
間

（
午

前
、

午
後

含
む

）
（
併

科
例

）
航

海
運

用
法

規
備

考
　

　
　

　
 に

か
か

ら
わ

ず
入

室
で

き
ま

す
。

 　
●

合
格

発
表

（
口

述
日

程
含

む
）
は

、
９

Ｆ
試

験
事

務
窓

口
に

掲
示

し
ま

す
。

　
電

話
で

は
一

切
お

答
え

で
き

ま
せ

ん
。

　
　

　
郵

送
等

に
よ

る
通

知
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

試
験

事
務

窓
口

に
申

し
出

て
く
だ

さ
い

。
４

級
○

○
○

筆
記

合
格

 　
●

試
験

場
の

「
受

験
者

心
得

準
則

」
、

注
意

事
項

を
よ

く
読

ん
で

お
い

て
下

さ
い

。
　

ま
た

、
貴

重
品

は
各

自
で

管
理

し
て

く
だ

さ
い

。
３

級
×

×
○

「
法

規
」
科

目
合

格
　

◎
試

験
を

受
け

な
か

っ
た

場
合

の
手

数
料

の
扱

い
受

験
申

請
は

し
た

が
試

験
を

受
け

な
か

っ
た

場
合

、
最

初
に

受
験

す
る

検
査

又
は

試
験

の
手

数
料

は
還

付
で

き
ま

せ
ん

が
、

そ
の

後
に

　
  
　

中
部

運
輸

局
　

海
上

安
全

環
境

部
受

け
る

予
定

で
あ

っ
た

試
験

手
数

料
は

還
付

し
ま

す
。

　
　

　
船

員
労

働
環

境
・
海

技
資

格
課

（
例

：
身

体
検

査
と

口
述

試
験

を
申

請
し

た
が

受
験

で
き

な
か

っ
た

場
合

＞
身

体
検

査
手

数
料

は
徴

収
、

口
述

試
験

手
数

料
は

還
付

）
  

　
　

　
　

〒
4
6
0
-
8
5
2
8

　
◎

機
関

二
級

以
下

受
験

申
請

の
注

意
　

　
　

　
名

古
屋

市
中

区
三

の
丸

２
－

２
－

１
　

合
同

庁
舎

１
号

館
内

燃
機

関
（
ﾏ
ﾘ
ｰ

ﾝ
ﾃ
ﾞｨ

ｰ
ｾ

ﾞﾙ
ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞﾝ

）
で

受
験

さ
れ

る
者

は
、

必
ず

申
請

書
の

「
内

燃
」
を

マ
ー

ク
し

、
「
内

燃
○

級
海

技
士

（
機

関
）
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
℡

０
５

２
－

９
５

２
－

８
０

２
７

　
　

「
内

燃
」
の

マ
ー

ク
・
記

入
が

な
い

場
合

、
無

限
定

（
タ

ー
ビ

ン
）
の

受
験

申
請

（
二

～
五

級
）
と

な
り

、
試

験
内

容
も

異
な

り
ま

す
の

で
ご

注
意

願
い

ま
す

。

２
．

合
格

基
準

　
　

　
＜

試
験

会
場

＞
　

◎
筆

記
試

験
の

合
格

基
準

　
　

　
　

　
 　

９
階

（
海

技
試

験
室

）
で

す
。

  
  

①
全

科
目

受
験

し
た

場
合

各
試

験
科

目
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

配
点

総
計

の
５

０
％

に
達

し
、

か
つ

、
全

科
目

の
　

　
　

　
　

（
試

験
事

務
窓

口
の

廊
下

向
か

い
側

）
得

点
総

計
が

６
５

％
に

達
し

た
も

の
を

筆
記

試
験

合
格

と
す

る
。

  
  

②
科

目
免

除
に

よ
り

、
一

部
の

科
目

に
つ

い
て

受
験

し
た

場
合

　
　

　
＜

試
験

事
務

窓
口

＞
受

験
し

た
各

試
験

科
目

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
が

６
５

％
に

達
し

た
も

の
を

筆
記

試
験

 　
　

　
　

９
階

（
船

員
労

働
環

境
・
海

技
資

格
課

）
で

す
。

合
格

と
し

、
１

科
目

で
も

６
５

％
に

達
し

な
い

も
の

が
あ

る
と

き
は

不
合

格
と

す
る

。
　

　
　

　
　

＊
窓

口
の

一
般

呼
称

は
・
・
・
「
か

い
ぎ

し
か

く
か

」
で

す
。

  
  

③
科

目
合

格
上

記
１

及
び

２
で

不
合

格
と

な
っ

た
場

合
で

も
、

得
点

が
６

５
％

に
達

し
た

科
目

は
合

格

（
科

目
合

格
）
と

す
る

。
　

　
　

＜
交

　
通

＞
　

◎
口

述
試

験
の

合
格

基
準

・
・
・
・
・
・
　

得
点

の
合

計
が

配
点

総
計

の
６

５
％

に
達

し
た

も
の

を
合

格
と

す
る

。
　

　
　

　
　

○
地

下
鉄

３
．

受
験

当
日

　
　

　
　

名
城

線
「
名

古
屋

城
」
下

車
⑤

番
出

口
か

ら
徒

歩
１

分
　

◎
試

験
開

始
時

間
○

筆
記

試
験

「
定

期
試

験
（
筆

記
）
日

程
表

」
（
裏

面
）
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

○
市

バ
ス

○
身

体
検

査
口

述
試

験
当

日
の

開
始

直
前

に
行

い
ま

す
。

  
  

  
　

　
　

  
「
市

役
所

」
下

車
　

徒
歩

２
～

５
分

（
６

級
及

び
電

子
通

信
は

「
定

期
試

験
（
筆

記
）
日

程
表

」
を

参
照

）
　

　
　

　
　

　
＊

身
体

検
査

で
は

、
膝

の
屈

伸
等

を
行

い
ま

す
の

で
、

動
き

や
す

い
服

装
で

お
越

し
く
だ

さ
い

。
  

　
　

 　
 ※

自
動

車
で

の
来

庁
は

ご
遠

慮
く
だ

さ
い

。
○

口
述

試
験

別
に

発
表

す
る

集
合

時
間

に
集

合
し

て
く
だ

さ
い

。

＊
中

部
運

輸
局

 ＜
海

技
士

試
験

案
内

＞
＊

　

航
海

科
（
航

海
・
運

用
）

機
関

科

５
級

×
-
-
-

○
４

級
筆

記
合

格
な

の
で

５
級

筆
記

合
格

し
た

も
の

と
し

、
５

級
口

述
受

験
可


